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新NISAとiDeCoを7つの項目で比較

NISAとiDeCo
　NISA（ニーサ）とは、 2014年1月にスタート
した「少額投資非課税制度」です。イギリスの
ISA（個人貯蓄口座）をモデルとした日本版ISA
として、愛称がNISAとなっています。

　iDeCo（イデコ）とは、 2002年1月にスター
トした「個人型確定拠出年金」で、公的年金（国
民年金・厚生年金）とは別に給付を受けられる、
加入が任意の私的年金制度の一つです。英語
表記の単語の一部から構成された愛称として
iDeCoとなっています。

　NISAも iDeCoも、自ら資金を運用して将来
に向けた資産形成を図りやすくするために、税
金の面で優遇されるなど、国が法を整備し促進
している制度です。

7項目の制度比較
　ここでは2024年1月からスタートした新
NISAと、 iDeCoについて7項目を比較します。
これらの制度を利用する場合、ご自身のライフ
プランにあった使い分けをされるとよいでしょ
う。

国民の安定的な資産形成を支援するために、国が後押ししている制度としてNISAや iDeCoが
あります。これらの制度について7つの項目を比較しながら、制度の違いを確認しましょう。 

新NISA
iDeCo

つみたて投資枠 成長投資枠

加入可能年齢 18歳以上 （その年1月1日時点） 原則20歳以上65歳未満
（公的年金被保険者）

拠出限度額
年間120万円 年間240万円

年間14.4万～81.6万円※2

非課税保有限度額1,800万円 （うち成長投資枠1,200万円） ※1

投資可能商品
長期の積立・分散投資に適した
一定の投資信託 （金融庁基準

限定） 
上場株式・投資信託等
（一定のものは除外） 投資信託、保険商品、定期預金等

購入方法 定期的・継続的に積み立て 自由 定期的・継続的に積み立て

投資期間 恒久 拠出 ： 最長65歳になるまで
運用 ： 最長75歳になるまで 

受け取り 引き出し可能 原則60歳以降の受け取り

税の優遇 運用益 （売却益・配当・分配金）が非課税

● 運用益が非課税
●  加入者が拠出した掛金は全額所得控
除 （小規模企業共済等掛金控除）

●  iDeCo＋を利用した事業主が拠出し
た掛金は全額損金算入

●  受取時に、一時受取は退職金として退
職所得控除、年金受取は公的年金とし
て公的年金等控除が適用

【新 NISAと iDeCoの主な比較（7項目） 】

（※1） 簿価残高方式で管理（枠の再利用が可能）
（※2）  国民年金のみに加入の自営業者等： 68,000円／月、 会社員： 企業年金無し23,000円／月、 企業年金有り最大20,000円／月 （企

業年金加入状況により異なる）、 公務員： 12,000円／月、 専業主婦（夫）等： 23,000円／月
参考： 厚生労働省「 iDeCoの概要」、 金融庁「NISAについて」

併用可
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正社員化コース
　「正社員化コース」とは、就業規則等で規定
した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社
員に転換等をした場合に助成金が支給される
ものです。有期雇用労働者以外にも、正社員で
はない無期雇用労働者を正社員に転換した場
合、また、正社員への転換だけでなく、多様な正
社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）
に転換した場合等も、「正社員化コース」の対象
となります。

拡充された内容
　今回拡充された内容は、以下のとおりです。

① 1人当たりの助成金の額の見直し
　支給対象期間が「6ヶ月」から「12ヶ月」に
拡充され、助成金の額も以下のように見直され
ました。

② 有期雇用労働者の要件緩和
　有期雇用労働者から正社員に転換する場
合、有期雇用の期間が6ヶ月以上で、通算3年
以内という要件が設けられていましたが、 6ヶ月
以上のみに緩和されました。なお、有期雇用の
期間が通算5年を超えた有期雇用労働者を正
社員に転換する場合、助成金の額は、①の表の
とおり、無期雇用労働者が正社員に転換した
場合と同額になります。

③ 正社員転換制度規定の加算
　今回、正社員転換制度の導入に取り組む場
合の加算措置が新設されました。正社員転換
制度を新たに規定し、その雇用区分に転換等を
した場合に20万円（大企業の場合15万円）が
加算されます。なお、 1事業所当たり1回のみの
支給となります。

④ 多様な正社員制度規定の加算
　多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時
間正社員）制度を新たに規定し、この雇用区分
に転換等をした場合に加算される額が40万円
（大企業の場合30万円）に増額されました。な
お、この加算措置も1事業所当たり1回のみの
支給となります。

拡充されたキャリアアップ助成金
「正社員化コース」
有期雇用労働者等を正社員に登用したり、処遇改善の取組を実施したりする企業への支援とし
て、キャリアアップ助成金が設けられています。 2023年11月29日に、キャリアアップ助成金の
「正社員化コース」が拡充されました。ここでは拡充された内容をとり上げます。

キャリアアップ助成金を利用する際は、事前にキャリアアップ計画書を管轄の労働局へ提出すること
が必要です。また、Q&Aが公開されていることから、活用を検討される場合は事前に内容を確認して
おきましょう。

正社員化前の
雇用形態

企業規模
有期雇用労働者 無期雇用労働者

中小企業 80 万円 （40 万円） 40 万円
大企業 60 万円 （30 万円） 30 万円

※ （ ）内は通算雇用期間が5年超の場合
※ 1年度 1事業所当たりの支給申請上限人数 20 名
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